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原子力災害時等における県外広域避難に関する協定について 

 

奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市は、昨年春に福井県敦賀市から福井県

及び奈良県を通して、災害対策基本法第８６条の９の規定をふまえた県外広域

一時滞在（県外広域避難）の要望を受け、関係県・市で協議を進めておりまし

たが、この度、下記のとおり避難に関する協定を締結しましたので、お知らせ

します。 

 

記 

 

１ 締結日  平成２６年２月２６日（水） 

 

２ 締結市  敦賀市と、奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市 

 

３ 協定名  原子力災害時等における敦賀市民の県外広域避難に関する協定 

 

４ 内 容   県外広域避難の基本的事項、受入要請、受入期間及び費用負担等 

 

５ 協定書  別紙のとおり 

 

６ その他  今後、本協定を基に、受入施設の開設・運営要領等、より詳細な

避難に関する協議を進めていく予定 

 

添付資料 「地域別広域避難先 総括表」 

 

 

※ 上記内容は、大和郡山市、天理市、生駒市からも同じ内容で同時発表さ    

れています。 



 

原子力災害時等における敦賀市民の県外広域避難に関する協定書 

 

 奈良県奈良市、大和郡山市、天理市及び生駒市（以下「避難受入市」という。）と福井県

敦賀市（以下「敦賀市」という。）とは、敦賀市及び周辺地域において原子力災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下「原子力災害時等」という。）における敦賀市民の県

外広域一時滞在（以下「県外広域避難」という。）について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、避難受入市及び敦賀市が原子力災害時等に災害対策基本法第８６条

の９の規定に基づき行う敦賀市民の県外広域避難を円滑に実施するため、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（県外広域避難の基本的事項） 

第２条 原子力災害時等で敦賀市民の生命若しくは身体を災害から保護するため、敦賀市

長が県外広域避難の必要があると認めたときは、避難受入市は当該市において災害対策

本部を設置しているなど正当な理由がある場合を除き、敦賀市民を受入れるものとする。 

２ 避難受入市は、それぞれの指定避難所等公共施設のうち、あらかじめ定めた施設の一

部を敦賀市民の避難所（以下「避難所」という。）として提供する。 

３ 避難所の運営は、敦賀市の責任において行うものとする。 

４ 敦賀市は、県外広域避難にあたっては、福井県及び奈良県と連携し、避難受入市の負

担とならないよう配慮しなければならない。 

 

（県外広域避難の受入要請等） 

第３条 避難受入市に対する県外広域避難の受入要請は、敦賀市が福井県及び奈良県を通

して行うものとする。 

２ 前項の受入れの要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口

頭により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。  

３ 避難受入市は、奈良県と県外広域避難の受入れについての協議が整った場合は、速や

かに避難の受入準備を開始する。 

 

（受入期間） 

第４条 前条の規定による要請を受け、避難受入市が県外広域避難の受入れをする場合の

期間は、原則として１ケ月以内とする。ただし、原子力災害の状況、避難人数の規模、

避難施設の利用状況等を踏まえ、避難受入市が、敦賀市、奈良県及び福井県と協議して

決定するものとする。 

 

（スクリーニング等） 

第５条 県外広域避難を行う敦賀市民等に対するスクリーニング及び除染は、敦賀市民の

安全・安心を最優先に行うこととし、実施場所、方法等については国の方針等に従い、

福井県が実施する。 

 



 

（必要物資等） 

第６条 避難者の受入れ及び避難所運営に必要な物資及び防災資機材等（以下「必要物資」

という。）については、敦賀市が福井県と協力し、確保に努めるものとする。 

２ 前項の必要物資が不足する場合、敦賀市は、避難受入市に対し必要物資の一部を貸与

又は提供してもらうよう要請することができる。 

 

（費用の負担） 

第７条 県外広域避難に要する費用のうち災害救助法に定めがないものについては、原則

として敦賀市が負担する。 

 

（情報の交換） 

第８条 避難受入市及び敦賀市は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応

じて情報の交換を行うものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、避難受入市及び敦賀市の防災担当課長とする。 

 

（協議事項） 

第１０条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、避難受入市及び

敦賀市が協議のうえ決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書５通を作成し、各市記名押印のうえ、各１通を保有

する。 

 

 平成２６年２月２６日 

 

奈良県奈良市長 

                      仲  川  元  庸 

 

奈良県大和郡山市長 

                      上  田     清 

 

奈良県天理市長 

                      並  河     健 

 

奈良県生駒市長 

                      山  下     真 

 

福井県敦賀市長 

                      河  瀬  一  治 



添付資料

市町 避難施設

粟野小学校 3,896 9,994 奈良市立平城東中学校　他３３箇所

粟野南小学校 2,782 7,389 奈良市立登美ヶ丘小学校　他３０箇所

黒河小学校 821 2,263 登美ヶ丘公民館　他８箇所

敦賀南小学校 3,142 7,105 奈良市立済美小学校　他３３箇所

中郷小学校 3,083 7,718 奈良市立田原小学校　他３６箇所

敦賀西小学校 2,691 5,960 奈良市立鳥見小学校　他１６箇所

中央小学校 4,058 9,671 奈良県　大和郡山市 大和郡山市南部公民館　他２６箇所

敦賀北小学校 1,853 4,267 天理市立山の辺小学校　他１２箇所

咸新小学校 1,008 2,483 天理市立三島体育館　他１２箇所

赤崎小学校 194 452 天理市立東部公民館 他２箇所

地域別広域避難先 総括表

敦賀市

市　町 地　　域
（小学校区別）

世帯数 人口

奈良県　奈良市

奈良県　天理市
赤崎小学校 194 452 天理市立東部公民館　他２箇所

東浦小学校 386 938 天理市立二階堂小学校　他４箇所

松原小学校 3,334 7,947 北コミュニティセンターISTAはばたき　他１６箇所

沓見小学校 525 1,471 南コミュニティセンターせせらぎ　他４箇所

常宮小学校 111 290 生駒市図書会館

西浦小学校 130 352 生駒市コミュニティーセンター

合　計 28,014 68,300

※世帯数、人口は平成25年4月現在

奈良県への避難者 68,300

　内　奈良市への避難者 40,429

　内　大和郡山市への避難者 9,671

　内　天理市への避難者 8,140

　内　生駒市への避難者 10,060

奈良県　生駒市
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